
課題と研究史整理

本稿ではアジア・太平洋戦争後，連合国軍に

よる日本占領下における食糧集荷（供出）問題

を，主として農民運動との関連で検討すること

を目的としている。従来，戦後農民運動史研究

は，農地改革を巡る土地解放運動にその焦点が

当てられることが多かった。むろん，本稿で焦

点をあてる食糧供出を巡る農民運動（以下供米

運動１））に対して言及がなかったわけではない。

むしろ分析対象が広範化しつつある農民運動史

研究の現状からすれば，供米反対運動は土地解

放運動に次いで，言及の多い分野と映るかもし

れない。しかし実のところ供米運動を，その占

領期全体を通してまとめ，その運動の性格を位

置づけようと試みた研究は，極めて少ないと言

わざるを得ない。しばしば「ジープ供出」と呼

ばれた戦後食糧供出制度に対する農民勢力の抵

抗の図式を，従来の研究史を整理しながら，国

内の食糧政策の動向と，そして占領政策の推移

に沿った形で時系列的に整理することが，さし

あたっての本稿の目的である。

１．「新しい」農民運動としての供米運動

戦後の供出運動を農民運動史のなかに位置づ

けようとした代表的研究として，田中学の研究

があげられる２）。まずは田中の整理にしたがっ

て，戦後供米運動の現段階における把握を確認

しておこう。終戦の年，１９４５年産米の供出にお

いて，政府は食糧管理法に基づく農家に対する

統制経済的食糧集荷（供出）の継続を試みたが，

現地農村では戦時期来の供出制度に対する不満

が爆発した。政府の統治機構の弱体化と農村内

部における村政民主化運動の展開，さらに同年

産米の全国的不作の影響とも相乗して，全国規

模での供米反対運動が昂揚したのである（第一

次供米運動）。農民は政府の指定した供出割当

量に抗議し，また「食糧緊急措置令」による強

権発動を批判する形で，多くの農民が全国の県

庁や地方事務所に押しかけ，�強権発動の撤回，
�保有米確保，�農民の自主供出，�肥料・農
機具などの確保，�隠退蔵物資の摘発，�還元
配給米の保障などを訴えた。また町村では町村

政治の民主化運動と相まって町村内割当の不正

（水増し割り当てや反別割など）を糾弾したの
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だった。この第一次供米運動は各地で強権発動

の撤回や延期を勝ち取り，また１９４６年６月に県，

市町村内に食糧調整委員会が設置され，供出割

当量算定に農民代表が参加する途が開かれるな

どの成果を得た。この時期は，供米運動が最も

隆盛した時期であった。

しかし翌１９４６年産米供出の時期に入ると，政

府は「国民の食糧確保」の大義名分のもとに相

次いで強権を発動し，１９４７年に入ると６月まで

の間に食糧管理法違反，食糧緊急措置令違反で

強権発動を行なうなど，供出目標完遂に強硬な

姿勢を見せるようになった。なかでも後述する

三重県花岡町における強権発動と現地占領軍の

介入は，供米運動の「転機」と位置づけられる

ものであり，その後供米運動は後退局面に移っ

たと評価されている。前述の食糧調整委員会に

ついても，「農民の意思を反映させるという側

面をもってはいたが，同時に国家（政府）によ

る農民収奪という矛盾を，農民相互間の調整問

題に転嫁させる役割を果たした」３）と，その成果

の限定性が指摘されるのである。この１９４６年産

米供出における，第二次供米運動敗北の原因と

して，田中は�花岡町に見られたような占領軍
の介入，�農民運動中央指導部の供米運動の指
導不足，そして�「自主供出が市町村食糧調整
委員会による，町村内での自主調整に矮小化さ

れる傾向が生じたこと」を指摘している。

１９４７年産米供出以降の供米運動は，全国の農

民運動を指導した日本農民組合（日農）が分裂

を繰り返したことにも影響され，運動方針も分

裂を余儀なくされた。ひとつは農民組合の主導

のもとに，食糧調整委員会の中で自主的に割当

を調整し，中央では政府に対する農政活動を強

化すべきであるという，主として社会党系等の

方針であり，もう一つは共産党の打ち出した貧

農主導による隠し田摘発，飯米確保運動という

路線であった。田中は前者を，大衆的運動を食

糧調整委員会や農政活動に解消してしまうもの

と批判し，当時発生した耕作放棄問題を，こう

した運動路線の誤りの発露と位置づけている。

一方で共産党指導による隠し田摘発についても，

その大衆運動的方針を評価しつつも，結果とし

て農民層を混乱させ，運動の展開を阻害してし

まったと批判している４）。

またこの時期は農地改革の実施が本格化した

ことにより，農民運動勢力のエネルギーが農地

改革を巡る土地運動に傾斜していった時期でも

あった。土地運動と供米運動の関係についても，

「農民組合が農地改革という大きな課題に取り

組んでいたため，供出運動等の後退はそれほど

目立たなかった」とされる。分裂した日農の運

動方針については，社会党系＝主体性派の場合

は，農政運動への傾斜が批判的に指摘され，共

産統系＝統一派については，戦後当初は供米運

動や税金運動という全農民的課題を最も重視し

ていたにも関わらず，農地改革期を経てその運

動方針が反封建運動，反地主運動に傾斜を強め，

結果として供米運動のような反政府・反独占運

動の隆盛の維持に失敗したと評価されている。

田中は供米運動を「激しい農民収奪に対する

抵抗を基盤」にした戦後の「新しい質」の運動

（反独占運動）であったと位置付け，こうした

運動が戦前以来の対地主運動の流れを組む農民

運動（反封建運動）と並行して行なわれた点に

高揚期農民運動の特質を見いだしている。しか

し供米運動の一時の隆盛は「権力機構の弱体化

という特殊戦後要因に負うところが大であり，

けっして自動的に発展しうる展望を持つもので

はなかった」５）と限界付けられる。田中はこの新

しい運動と，戦前来の土地運動が「意識的に結

合せしめられることを必要」としていたにもか

かわらず，その後の農民組合勢力が主として土

地運動（反封建運動）に傾斜していった結果，

「その農民運動全体における戦略的位置づけは，

結局なされないままであった」と総括している。
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２．供米運動と土地運動の相互関連

田中は土地運動を反封建運動，供米運動を反

独占運動と位置づけて運動を整理し，農民組合

勢力が次第に前者の運動に傾斜してゆき，反独

占運動の流れを組織できなかった帰結を，やや

批判的な視座から整理しているのであるが，そ

れではなぜ農民組合勢力が反封建運動へと傾斜

していったのか，なぜ反独占運動を有効に組織

できなかったのか，その理路については明らか

にしていない。したがって当然，二つの運動の

「相互関連」のありようについても分析が行な

われていない。この問題に取り組んだのが大川

裕嗣の論稿である。大川は日農の内部資料を用

いて，占領期の日農指導部の食糧問題対応につ

いて精緻な分析を行なっている。

大川によれば，日農は大衆動員が高揚した

１９４５年産米供出において，既存の食糧配給機構

の破壊を含む食糧人民管理路線を採った共産党

とは一線を画し，既存の供出機構への参加を通

じて，個人割当の廃止，部落内割当の民主化な

どの実現を目指す方針を採用した。供出機構へ

の参加を通じて，自らを食糧問題の解決の担い

手として正当化し，組織の拡大と政策の実現を

はかったのである。また同時にこの時期，日農

左派の岡田宗司・野溝勝らが GHQ天然資源局

を訪れ，政府による第一次農地改革案の不備を

指摘している。そして機関紙，『日本農民新聞』

（１９４６年１月）において「農地制度の根本改革

は，供出促進，食糧確保，農村の民主化，農民

の封建的束縛の打破等日本現在の農業機構に画

期的な変革を」もたらすものであると位置づけ

たのである。当時の日農は，政府と占領軍の提

示する農地改革を一歩進め，第三次農地改革を

経ることによる社会主義農業の実現を展望して

いたわけであるが，当面の課題としては占領軍

の権威も背景として，農地改革の実施に協力し，

その結果として食糧問題が改善されることをア

ピールしたのである。この運動方針から考えれ

ば，日農が政府の食糧供出制度に根本的な意味

で対立することは困難であり，可能となるのが，

制度への参加という形を通じた「運用の改善」

に留まるものであったことは，必然であったと

いうことになる。つまり日農指導部においては，

第一次供米運動の時点ですでに供米問題の後景

化が織り込まれていたことになる。

１９４６年産米供出の第二次供米運動期に入ると，

日農内では産別会議系諸労組のストライキ攻勢

の影響もあり，一部に供米スト論が盛り上がっ

た。しかし供米ストが農民運動に対する社会的

支持の喪失に結びつくことを怖れた日農指導部

は，農業倉庫などの段階で供米出荷の一部を留

保するという，供米二割自主管理運動の動きを

支持することになった。供米への協力姿勢を原

則として維持しつつ，生産増加のための必需物

資確保のために，一部出荷米の自主管理を農民

組合主導で行なうべきであるという主張が，社

会的に承認されることを期待してのものであっ

た。ただこの「供米自主管理」という方針は地

方によって，多少の幅をもって理解され，県連

レベルでは指導部通りの解釈で運用されないも

のも存在した。この点は後述する。

こうした日農の方針に対する第１次吉田内閣

の反応は，日農が想定していたものよりも，は

るかに厳しいものであった。４６年１０月３０日の地

方官会議において，木村篤太郎法相は供米阻害

行為に対する断固たる取締方針を示した。この

方針の背景には占領軍の支持があり，政府は積

極的に強権の発動に踏み切った。日農はこうし

た動きに反発しつつも，１９４７年３月１日，各県

連合会に供米自主管理の中止を自ら通達せざる

を得ないところに追い込まれてしまったのであ

る。

第二次供米運動における政府の強硬姿勢と占

領軍の介入の結果，供米運動が後退局面に転換

したという事実認識において，田中と大川の間

に相違はない。しかし大川はこの「後退」の原
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因について言及をおこなっている。それは�占
領軍の強硬姿勢に日農が対立し得なかったこと，

�食糧事情が緩和し，供出問題が生存を巡る問
題から経済問題へとシフトしたこと，�日農の
分裂と内部対立による動揺，�傾斜生産方式の
閣議決定により，日本経済の資本主義的再建に

ついて，国民的合意が形成されていたこと，で

ある。�については，単純に占領権力に国内の
運動勢力が抗することの困難性もあるが，前述

したように，日農は農地改革においては占領権

力を味方として改革に対する抵抗と向き合おう

としていた。従って農地改革で協力を仰ぎなが

ら，供米問題では敵対するということの難しさ

が日農に限らず，当時の農民勢力全般にあった

というべきだろう。�については筆者は少々疑
義を覚える。この時期，食糧問題が生存水準か

ら経済問題レベルに移行したこと自体は事実で

あるかもしれないが，それが運動の衰退に結び

つくような程度の変化であったかどうか，判断

が難しいし，大川論文でもその点充分な証明が

なされているとは思えない。�については田中
論文がむしろ重視した点であり，比較的広く知

られている論点である。そして�について。こ
れは供米運動の射程に関わる問題であった。田

中は供米運動を「激しい農民収奪に対する抵抗」

と位置づけたわけだが，重工業主導の経済復興

が国民的合意であったとすれば，国民の飢餓を

加速させ，食糧価格の高騰を招く，一定以上の

供出制度に対する抵抗は，こうした国民的合意

と乖離してゆくことになる。当時そうした意識

がどこまで国民に共有されていたのかは，判定

が難しい問題ではあるが，一部農民による闇利

益の取得に対する反感は確実に一定程度，都市

住民に浸透しており，日農指導部がこうした動

向にも配慮せざるを得なかったことは想像に難

くない。結果として以後の日農は，供米ストに

代表される，供出に対する大衆闘争を自ら抑制

し，農民の要求を，陳情活動や政策提示のよう

な農政活動によって政府の農政に反映させてゆ

く道を選んでいったのである。

そして１９４７年産米供出に相当する昭和２３米穀

年度に入ると，食糧事情の好転にともない，食

糧供出問題の地位低下が生じたという。１９４７年

秋，GHQは割当事務の即行を求める覚書を発

し，日農指導部も１０月１３日通達において「世界

各国に於ける食糧事情並国内事情に鑑み我国の

産業復興並国民生活の安定のために」「供出完

遂のために全面的に協力する」と，政府の供出

政策に対する完全な協力姿勢を打ち出した。日

農の供出運動に対する指導力の低下にともない，

供出を拒む大衆闘争は影をひそめ，以後，供出

を巡る問題は専ら米価問題にシフトしていった。

日農はその後の米価問題についても，米価算定

における自家労賃の算入などを主張したものの，

全体としては米価要求の算定根拠を充分に示す

ことができず，農青連や農業復興会議等にその

主導権を譲り渡してゆくことになったのである。

大川の研究は日農指導部資料の詳細な分析を

通じて，第二次供米運動以降における運動衰退

の論理を明らかにしたこと，特に農地改革運動

で占領軍に協力を求めた日農主導部が供出問題

において占領軍と正面から対決することが難し

かった点を指摘するなど，農地運動と食糧供出

運動の相互関係を明らかにした点で，研究史を

大きく前進させた。しかし大川の研究は，日農

資料に接近した結果として，当時主導権を握っ

ていた日農右派の動向に議論が集中しているよ

うに思われる。戦後再結成当初の日農は最右派

である平野派から共産党系の左派までの寄り合

い所帯であり，現地の活動実態は大川自身が指

摘しているように，多様性を孕んでいた。本稿

では日農左派寄りに属した地域における供米運

動のいくつかに注目する。

またこれは田中，大川の研究双方に言えるこ

とであるが，供米運動の分析対象時期が，主と

して占領前期の１９４７年産米供出の時期までに限

定されていることである。その原因は田中にお

いては農民運動が農地改革に傾斜していったこ
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と，大川においては，食糧難の緩和が供米運動

の後退をもたらしたことに求めており，ニュア

ンスはそれぞれ異なる。しかし筆者はこのよう

な整理に少々違和感を覚えている。相対的に

１９４５年産米～１９４７年産米供出に比べて１９４８年産

米以降の，占領後期の供出が，その深刻の度合

いを低下させた可能性を認めつつも，依然とし

てこの時期，供米問題は農村部において深刻な

社会問題であったのではないか。それは現地レ

ベルにおいて，供米を巡る紛争が，散発的とは

いえ，繰り返されたことが証明しているといえ

ないだろうか。この点を検討するために，本稿

では１９４８年以降の占領後期の供米運動について

も，焦点をあててみたい。

以上の点をふまえて，以下の節では従来の研

究でも重視されてきた，初期供米運動における

２つの事例（折原村・花岡町），そして後期供

米闘争における２つの事例（常東農民組合，日

農栃木県連）を紹介することにする。ただし本

稿で用いた史料のなかには，運動の当事者の手

によるものが多く含まれている。史料批判が必

要なものも含まれているが，可能な限り複数の

史料と照合しながら叙述を試みたい。

その上で，以下本稿では供米運動を，主とし

て占領軍の関与との関わりで中心に叙述する。

供米運動を反独占運動であると理解するならば，

占領期における「独占」の主体には，何よりも

占領軍権力が含まれなければならないからであ

る。無論，戦後日本資本主義の復興方針につい

て，占領軍権力の方針はゆらぎを見せていたわ

けではあるが，そうした点も踏まえたうえで，

供米を巡る農民運動が，占領権力とどのように

向き合っていたのか。山田の遺した課題を継承

し，大川の提起した論点を深めるためにも，こ

の点の分析の深化が不可欠であると考えるから

である。

第１節 埼玉県折原村の村政民主化運動

１．村政民主化の焦点としての供出問題

第一次供米運動の代表的事例として，田中・

大川論文でも言及され，また近年では坂本昇に

よる研究が存在するのが，埼玉県大里郡折原村

（現寄居町）の供米運動である６）。折原村を含む

大里郡寄居地区は戦前来，全国農民組合全国会

議派埼玉県連（全農埼聯）の指導のもとで，活

発な小作争議が展開された地域であった。当時

から全農埼聯の指導者の一人であった北条英は，

１９３３年の寄居事件で検挙された後，一時的に活

動から身を引き，新聞記者などを務めていたが，

終戦間際の１９４４年１２月に記者を辞めて折原村に

帰郷し，村政民主化運動を指導することになっ

た７）。

当時の折原村では戦時期以来，村長Mが村

政を掌握し，村農業会長，大里郡町村会会長な

どを歴任していた。M村政下の供出制度は，

Mが県当局に対して「私の所は農村だから米

の配給はお返しする」と，必要な量の配給さえ

辞退し，郡内模範村として供出優良村として知

られていたが，それは耕作面積で割当量を按分

する「反別割」を実施し，村内非農家への配給

量を１年平均１合１勺，最低時は７勺までに抑

圧していた結果であったという。また「村の特

配制度」と称し，当局からの割当にさらに１割

を加えて供出を実施し，これが横領の対象にな

っていた疑いが濃厚であった。村民に対しては

「本村は純農村だから食糧は来ない，百姓が米

を配給されること自体間違ひだ，供出の出来ぬ

様な奴は駄農だ」と「配給停止の剣を振り上げ

た」と記される８）。M村政に対する批判は供出

面だけではなかったが，村政への不満は供出問

題に集約しつつあった。特に秋山部落では，戦

時中の昭和１９年産米供出の時点で一部農家によ

る供出拒否が表面化しており，昭和２０年産米麦
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供出では，「米麦の保有消費面が判然とするま

で部落として供出せず」との決議がなされ，集

落をあげた供米運動が組織されつつあった９）。

このような情勢のなかで北条は村内反M勢

力を結集し，１９４５年１１月１日，秋山部落の神社

社務所において折原村部落代表者会議を開催し

た。会議では村政民主化の実施組織として農民

文化会の創設が決定された。同会の目的は「あ

くまで農村民主化であり，M個人を対象とし

たものではない。M打倒はその段階である」

と位置付けられた１０）。その後，会の組織活動の

結果，村内４３０数戸中，３６５戸の組織化に成功し

た同会は，１１月２２日，創立大会を開催した。こ

の時講師として招かれたのは労働科学研究所長

であった暉峻義等，農民運動指導者の渋谷定輔

であったが，特筆すべきは占領軍「日本爆撃効

果調査団本部」よりスヒンクス少佐外４名が参

加したことである１１）。占領軍のジープは暉峻ら

と共に２台のジープに分乗して会場に到着し，

スヒンクス少佐は会の創立に対して祝辞を述べ

た。続く総会では，戦争中から続く同村Mを

含む役職員全ての総退陣要求が決議されたので

ある。

また当日の緊急動議により，M等が横領し

ている疑いのあった，隠匿物資の開放を要求す

ることが決議され，翌２３日，Mに対して供出

物資の隠匿・闇売り・横流しの事実についての

責任追及が行われた。Mは一度は事実を否認

したが，その後農業会事務所において，スヒン

クス少佐立会いのもとでの「人民裁判」が実施

され，結果Mは物資の隠匿を認め，身柄を寄

居警察署に引き渡されることになった。その後

の警察の取調べによって，M元村長は１９４４年

から４５年の２ヵ年に渡り米２９２俵，麦４８０俵その

他を，K村長は米１石９斗小麦２４貫，押麦１石

４斗を横領していたことが判明した。

M元村長の逮捕後，文化会幹事によって構

成された折原村供出委員は，村内非農家及び転

落農家に対する配給量を，それまでの１．１合か

ら２．０７合へと増加させることを決定した。また

すでに反別割によって決定されていた１９４５年産

米供出割当８９７俵分を，家族人数，農業規模，

土地の良否等外諸条件を考えて再計算すること

を決定し，完遂に成功したのである１２）。

２．占領軍との蜜月期の運動

折原村の村政民主化運動の事例は，戦時中，

終戦直後の村政の不正，特に供出制度における

隠匿・横流しに対して発生した農民運動として

著名なケースであり，既に述べてきたように多

くの論考で紹介されている代表例である。本村

の事例が示しているように，敗戦により，農村

部における行政への不満が最も表出しやすかっ

た分野がこの供出問題であり，行政機構が最も

弱体化した１９４５年において，この問題を手がか

りとした村政民主化運動が発生したという点は，

既に田中らの研究において明らかにされてきた

点である。

占領軍との関連で重要な点は，北条等がこの

時点で供米を巡る村政民主化運動を，占領軍の

権威を背景として行なっている点にある。それ

はMに対して文化会員の１人が述べたとされ

る，次の発言に最も良くあらわれている。

「よろしい，貴様がさうゆう態度に出るなら，

今マ司令部の立会によって，あきらかに人民裁

判にかけてやる。男らしく覚悟して待ってゐ

ろ」１３）。

折原村に現れた占領軍は戦略爆撃調査団であ

り，軍政部部隊ではなかった。彼らは本来占領

地統治に携わる部隊ではなかったこと，またこ

の時期は占領軍も日本国内の食糧問題の把握が

終わっておらず，「統治」よりも「民主化」を

重視する観点から，北条らの運動に対して好意

的であった。しかし GHQも４５年の冬を経るこ

とで，徐々に供出の強化へと占領政策の舵を切

ってゆくことになる。その意味で折原村の運動

は，供米運動の占領軍との短い蜜月期間に実施
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されたという，時期的幸運が作用したものであ

った。

そしてもう一つ指摘しておかなければならな

いのは，運動後の折原村が１９４５年産米供出を完

遂したという事実である。北条らの運動は，横

流し・隠匿・反別割という食糧供出制度の運用

上の不正を追及したものであったが，当時の食

糧供出制度そのものへの批判を運動に取り込ん

ではいなかったことに注意する必要がある。折

原村では民主化運動の結果，供出制度における

不正を改め，文化会幹事を中心によって構成さ

れた，あらたな供出委員によって再割当が行な

われたが，それによって折原村への供出割当量

が減じたわけでは当然なかった。北条は後日談

として，こうして改めて決定された割り当てに

よってもなお，その完遂に農家は多くの犠牲を

払う必要があったことを記している。

「もともと一俵の米麦すら供出したくない食

糧関係の悪い折原村である。にもかかわらず，

無籍米を置いたり，泥棒にあったり割当以上を

取り立てたりした十九年度の苦い経験をもって

ゐる村民は，当局者が変ったことで一安心し自

主性を発揮して供出完了を，自らの犠牲に於い

てやったのである。その替り，指定倉庫に入れ

るのは危険だからと，各部落の倉庫に入れて，

食糧の管理をやった。何とか理屈をつけて，強

制供出をやり農民いじめの法律を作ったりする

そのこと自体が農民の供出を阻んでいる証拠で

ある」。

供出が負担であること自体は変わらないが，

不正の払拭による行政への信頼回復によって，

村民が自発的に犠牲を引き受けたと，ここでは

理解されている。しかし

「上から決められた農林省の村別割当量がど

うゆう基準で縣や地方事務所や一般町民に及ん

できたかを，知らされたことがない（中略）村

民は完全な農民管理，自主供出を腹の中で叫ん

でいる……」１４）。

つまり村内における運用の改善だけでは，食

糧供出問題の根本的解決をなしえないことに，

北条は気付きつつあった。第二次供米運動のス

ローガンとなる「農民管理」，「自主供出」が北

条の心を占めつつあったのである。しかし現実

に，その後の１９４６年産米供出以降において折原

村で「自主供出」をスローガンとする，次節で

述べる花岡町のような激しい供米運動が盛り上

がったという記録は残っていない。北条の記録

では，折原村ではその後，暉峻義等の指導を得

ながら，農事改良や疎開者・復員者のための開

拓事業に注力してゆく方向を見せている。

折原村農民文化会の設立大会において，暉峻

は次のような講演を行ったという。

「これからの農業は科学的にやらなければな

らない。其の為には天気予報も活用するし，土

壌の化学的研究改善もする。物事をもっと考へ

て，いわゆる創意工夫をしなければならない。

また労働の合理化をはかり，食糧増産といふ切

実な問題を中心として，農村百年の計を樹て，

基本条件たる農地再分配の方途を考へることが

絶対に必要である」１５）。

つまり食糧問題の解決は農業技術の進歩と農

地改革によって実現するという考え方である。

この農業技術の分野に，農業の協同化といった

経営面の「革新」を含みこめば，大川が明らか

にした日農指導部の方針と大きな乖離はなくな

るといえるだろう。北条は村内疎開者青年層の

組織化を目的として，秩父郡釜伏山頂に近い小

平と呼ばれる１０町歩ほどの平坦地に，協同経営

の開拓農場建設を計画し，農地問題の改善と協

同経営の実現を目指してゆくことになる。

占領初期諸条件のなかで村政民主化運動を成

功させた折原村は，まさに成功の条件そのもの

の制約によって，供出問題への正対を回避し，

農地問題と農事改良問題へと傾斜してゆく道を

選択していったのである。
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第２節 三重県花岡町の供米運動

１．自主供出路線の挫折

次に紹介するのは，三重県飯南郡花岡町（現

松坂市の一部）における供米運動である。同町

の事例は，初期供米運動衰退の一契機として田

中論文でも取り上げられている。花岡町も前節

の折原村同様，戦前来より小作争議の伝統を持

つ地域であった。全農（全農全会派三重県連）

を中心とする小作人組合の活動により，小作争

議は一定の成果を挙げ，小作料減免，地主によ

る自作農創設維持事業への協力などを引き出し

た経験を持っていた。また花岡町農民運動の特

徴は，それが被差別部落運動との連携の上で実

施された点にある。町内の被差別部落在住の小

作農は，戦前も共産党に近い全農全会派に所属

していたが，戦後も戦前からの農民運動の経験

を持つ，被差別部落出身の農民指導者が，共産

党の指導のもとで農民運動を指導したのであっ

た１６）。

戦後花岡町に結成された農民組合は当初，折

原村同様，村政民主化運動に取り組んだ。運動

の目標は地方選挙と農業会民主化に置かれ，そ

の結果として１９４７年４月の町長選挙で共産党の

長谷川多三郎を当選させることに成功した。ま

た農民組合は日農に加入し，三重県連委員長に

丸島浅次郎，町食糧調整委員長に河口初蔵ら，

いずれも組合指導者を送り込むことに成功した

のである１７）。こうして順調な戦後民主化運動の

船出を果たした花岡町農民組合であったが，

１９４６年の供米運動において，深刻な挫折を味わ

うことになる。

花岡町では１９４５年産米供出については「供出

も比較的軽く，割当量をそのままのんで供出し

たから，別に問題は起こらなかった」という１８）。

しかし翌１９４６年産米供出において供出量６，１１４

石（推定収穫量８，９６３石）が地方事務所から提

示されると，花岡町食糧調整委員会，同町農民

組合指導部は，この割当を過重であるとして，

「自主供出」の方針でのぞむことを決定した。

農民組合は４６年１０月より町内で実収調査を行い，

その結果に基づく供出可能数量を地方事務所割

当の約７５％に相当する４，８４０石と算定し，これ

を自主供出することを地方事務所に申し出たの

であった。これは前掲の大川論文が明らかにし

た日農中央の示した「自主供出」とはやや異な

る方針であった。大川論文でも指摘されている

とおり，日農中央の方針が現地では異なる解釈

で運用されたことを示す事例と言えるだろう。

あるいは花岡町農民組合が，当時の社会党の影

響が強かった日農中央と異なり，共産党の影響

が大きかったことも，こうした方針のズレをも

たらす一因となったとも考えられる。

これに対して地方事務所は妥協案として，還

元配給３００石を約束する替わりに割当完納を求

めたというが，町長選にも勝利した農民組合側

はこれも拒絶し，県側が指定した期限である

１９４７年５月１５日に至っても，残り２５％の供出が

なされない状態となったのである。

こうした状況に対して，占領軍は前年の折原

村とは異なる対応を見せた。三重軍政部バーン

ズ少佐は三重県知事宛に「生産見積は正しい従

って供出割当は過重ではなく適正である。一部

の者が扇動しているから供出しないのであり，

食糧緊急措置令第１１条を発動してすみやかに扇

動者を処分せよ」１９）と，供米促進を勧告した。

これを受けた県は，花岡町長に対して強権発動

による割当量達成を求めたのである。反発した

町側は，県に対して抗議と説明を行なったが聞

き入れられず，５月２２日，松坂警察署に花岡町

の供出関係者５名が出頭を命じられ事情聴取が

行なわれる事態となった。この時，松坂署建物

の２階には，軍政部将校をはじめ地方事務所長，

司法関係者が集結しており，駐車するジープの

存在によって花岡町関係者に圧力が加えられた。

またその後，未供出の町内農家に対して，食糧
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緊急措置令違反の容疑で検挙取調べが開始され

た。最終的に起訴されたのは遠藤陽之助（日農

三重県連書記長），河口初蔵（日農花岡支部書

記長），池端勘七（日農三重県連書記），丸嶋浅

次郎（日農三重県連委員長），丸島良一（花岡

町米穀検査員），倉口芳三（日農花岡支部書記）

の５名にのぼり，丸嶋以外の４名は８ヶ月～１

年の実刑が確定した２０）。

こうした占領軍，行政，警察の強硬姿勢によ

って，花岡町の供米運動は総崩れとなった。警

察が一部供出責任者の検挙を開始すると，村内

農家のなかに不足分の供出を行なうものが続出

したという。その後も花岡町では１９４７年産麦，

１９５０年産麦供出でも紛争が生じたと記録されて

いるが，運動の退潮は覆うべくもなかった。町

内での日農三重県連の指導に対する批判も強ま

り，一部農民勢力が日農を脱退して保守系の花

岡町農民連盟を結成し，長谷川町長に対するリ

コール運動を開始した。このリコールは１９５０年

に成立し，新たに民主党系の森本徹太郎町長が

就任することになったのである２１）。

２．米日合作のジープ供出

花岡町の事例は，共産党系初期供米運動方針

であった，農民委員会方式による「自主供出」

運動の典型であり，そしてこの運動方針の「敗

北」を意味する事例であった。日本政府は戦後

の「供出制度の民主化」をアピールするなかで，

農村からの積み上げ計算の正当性を認める含み

を残していた。「自主供出論」はこの点を突い

たものであり，特に花岡町のケースは協議会独

自の生産量調査により，食糧管理制度の枠内で

の運動を組織したのである。

この運動を敗北に導いた最大の原因は占領軍

（地方軍政部）の介入であった。花岡町の供米

運動は，１９４５年産米段階では体制の整っていな

かった地方軍政部が，本格的に供出問題に介入

してきた代表的事例であった言える。折原村の

事例に見られるように，当初占領軍を日本民主

化の「解放軍」と規定していた共産党系日農指

導者等は，この「敗北」に混乱し，その後しば

らく供米問題に対する運動方針を立てることが

できなくなり，主として農地改革運動に傾斜す

るようになっていった。その意味で本事例は初

期供米運動の敗北を決定づけた事件であった。

占領軍による供米への介入は，いかなるもの

だったのだろうか。三重県の史料から判明する，

その実態について，少し述べることにする。前

述の折原村に現れた占領軍は戦略爆撃調査団で

あり，占領統治に具体的責任のない部隊である

ことを既に述べた。しかしその後，全国都道府

県に展開した都道府県軍政部部隊は，管轄地域

の占領統治に一定の責任を負い，日本の地方行

政府を監視する役割を負ったのである。三重県

に第８軍所属の第８３軍政中隊の一部が進駐した

のは１９４５年１０月のことであったとされる２２）。

これらの軍政部は毎月報告書を作成し，都道

府県内の占領実態を記録している。１９４７年３月

の三重県軍政部の報告書には次のように記載さ

れている。

「現在の供出米調達計画を促進・援助するこ

とが，当局（三重県軍政部）の重要な活動の一

部である（中略）当局のアドバイスにより，県

は今月初旬計画の重要性を説き，その期限を確

認させるため地方紙上において大々的キャンペ

ーンを開始した。三月の第一週に，県は全体会

議を開き，米供出の遅々たる状況に活を入れる

ために，より効果的な策を立てた。地方の担当

官達は，地元の農民に食糧管理法取締規制の規

定を伝達するよう指示された。供出率の低い農

業地域はリストに挙げられ，当局係官同伴で県

担当官が訪問し調査することになった。一，二

の調査班が連日巡回した。特に，供出率の低い

地域には，当局司令官同伴で県知事が出向いた。

ある低供出米地域などは，調査班の訪問の後，

六日間で，３０％の供米率を上げた」２３）。

以上の史料からもわかるように，地方軍政部
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は占領政策の一環として，国内の食糧集荷の完

遂に強い関心を示していた。場合によっては県

庁に供米の促進を働きかけ，また調査の名目で

供米不振地域に軍政部所属将校らがジープで訪

れることが行なわれるようになった。これが

「ジープ供出」と呼ばれたものの基本的実態で

ある。地方軍政部の任務は，地方レベルでの占

領政策実施の指導，監督，監視であり，地方行

政に対する直接の命令権を持たなかった。しか

し現実には地方軍政部が県の担当部・課に対し

て直接命令を下し，干渉を加えることがしばし

ば存在したことは，多くの研究が明らかにして

いる。地方軍政部の司令官等にとってみれば，

自らの管轄地域における食糧集荷の達成率が，

彼らにとっての「実績」と受け止められたこと

は想像に難くない。県行政に対する働きかけの

程度については，全国で司令官ごとのエピソー

ドが豊富に残されているが，当時の三重県軍政

部司令官であったバーンズ少佐２４）も，他県の司

令官に比べて供米問題への関心が低いわけでは

なかった，ということである。三重県において

も，占領軍兵士が農家の庭先まで出てくること

はほとんどなく，実態として占領軍における「現

地督励」は，市町村役場のレベルに留まること

がほとんどであったという２５）。

従って時期的には早期であったとはいえ，三

重県軍政部の活動が，他の都道府県軍政部にと

って，著しく逸脱していたとは，現時点で言う

ことができない。花岡町農民運動勢力にとって

の誤算は，占領軍，特に地方軍政部が，「解放

者」としての貌だけでなく，「占領者」として

の貌を覗かせる，その二面性の把握に失敗した

点にあったものと言えるだろう。

さらにもう一点，「ジープ供出」が，戦後一

時的に権威と機能を低下させた，日本の地方行

政側の要望によって行なわれた側面も看過すべ

きではない。実際問題として「軍政部のジープ」

が，市町村に出現することの，供出促進に与え

る効果は絶大であったため，なかには供米進捗

の遅れた市町村側から「ジープの姿をみせるだ

けでよいから」と占領軍ジープの出動を依頼す

る事例もあったというエピソードも残されてい

る２６）。「ジープ供出」には，占領軍と日本側の

合作部分も存在したのである。

第３節 茨城県常東農民組合の供米運動

１．小作料減額闘争からの出発

ここまでは，既に研究史でも指摘されてきた

占領初期，１９４６年産米供出までの供米運動高揚

期の事例を述べてきた。しかしこの後，１９４８年

産米供出以降における供出運動の事例は従来あ

まり注目されてこなかった。ここでは占領後期，

あるいは農地改革期における供米運動として注

目される事例を２つあげることにしよう。まず

は，単独組合として国内最大級の活動で知られ

た，茨城県常東農民組合の事例である。

常東農民組合は１９４６年１月１５日，茨城県鹿島

郡鉾田町（現鉾田市）において結成された。指

導者となった山口武秀は１９１５年生まれ。中学を

退学後，戦前は小作争議を中心とする農民運動

を行なった経験を持つ。山口に主導された鉾田

町の農民運動は終戦の年，１９４５年に小作料減免

運動を開始した。当時小作料は既に実質金納化

が進んでおり，全国的にはこの時期小作料減免

運動はあまり多く見られた形ではなかったが，

山口はこの経緯を次のように説明している。

「小作料の減免はそれほど問題ではないとい

う考え方もあった。だが，農民はやはりそれを

問題としていた。なぜならば，小作料があるか

ぎり，その分だけは，自己保有米の有無にかか

わらず，すべて供出対象とされ，取り上げられ

たからである。そのうえ，小作料をもとにして

地主保有米が取られ，それが一般の供出割当て

をいっそう過重なものにしていた」２７）。

戦時期以来の供出割当制度は，当初地主小作
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関係を前提に制度が設計されていた。小作農家

は，まず収穫量から現物小作料部分を地主供出

分に回し，地主は自作部分と小作料部分から自

家保有米を確保する。小作農家は小作料支払い

の残余部分から自家保有米を確保する計算が行

なわれたため，小規模な小作農家のなかには小

作料支払いによって，自家保有米を確保できな

い農家も生じる可能性があった。山口はこの点

を問題とし，農家の生存水準を維持するための，

自家保有米確保を目的とする，小作料減免運動

を展開したのである。このように戦時中からの

供出制度の矛盾をベースに運動を組み立てた山

口の着眼点は，全国的にも優れたものであった

といえる。ただしこの事例からも分かるように，

山口は戦前来の農民運動経験者共通の特徴とし

て，当初は対地主の運動である反封建運動を基

盤として運動を組み立てていた。組合結成当初，

反独占運動を目指す共産党から，日農への不参

加を打診されたことがあったと山口は述べてい

るが，「全体の農民がたたかえるためには，ま

ず小作農民がたたかえる状態を作るべきではな

いか」との考えから，日農へ参加することにな

る２８）。

このように出発した常東農民組合は，茨城県

における第一次供米運動の一角を占める活動を

展開することになった。１９４５年産米供出におけ

る政府の強権発動方針に抵抗し，４６年３月２９日，

強権発動反対の県農民大会を主催した常東農民

組合は，延べ５，０００名の動員と三日間に渡る交

渉の結果，県による強権発動の撤回に成功した。

また同組合は鉾田近隣の１５か町村の農民を組織

し，これらの町村での村政民主化運動を推進し

た。その過程で町村の供出委員に組合員を参加

させることに成功していったのである２９）。

しかし１９４６年産米供出に入ると，同組合の活

動において供米運動に関する記述が目立って減

少する。第二回大会においては，議題は農地改

革の徹底的遂行に重心が置かれ，供出問題は明

らかに後景に退いている。なぜ供出運動への取

り組みが弱くなってしまったのか。原因のひと

つとして，１９４６年に入り，GHQによる「農地

改革の覚書」が発表されると，県内において地

主による小作地引き上げ問題が頻発した結果，

常東農民組合は当面の問題として農地改革の推

進と，これに対する地主層の防衛行動への対処

を主要な課題としなければならなくなったこと

があったとされている。また常東の場合，指導

者山口自身が当初地主制に対する批判意識に基

づいて運動を開始しており，供出運動も反封建

の一環として位置づけられていた。したがって，

反封建運動の「本丸」である，農地改革問題が

浮上した場合，組合の運動が農地問題に傾斜し

てしまったこと自体は，不自然な流れではなか

った。

しかし一方で山口は，初期に隆盛した供米運

動のその後の方針について，迷いを感じてもい

た。１９４７年２月の日農第２回全国大会前日の中

央委員会において山口は，今後の供米運動の方

針について，当時常任委員であった岡田宗司に

見解を求めたが，満足のゆく回答が得られなか

ったと回想している。岡田に限らず花岡町の事

例のように，地方軍政部が供米督励に乗り出し

てくる情勢のなかで，日農が供米協力方針に転

じつつあったのは既に述べた通りである。

「私は（中略）また，供出闘争のゆきづまり

についても考えていた。強権発動にたいする撤

回要求のばあいは成功した。しかし，一般の供

出割当を実際に軽減する方法となると，どうに

もわからなかった。権力と正面からつきあたる

供出闘争における戦術は，いかなるものになっ

てくるのか。それについても，（日農）本部か

ら教えてもらいたかった」３０）。

いずれにせよ，農地改革運動の高揚のなかで，

山口は農地改革終了後の農民運動の推進プラン

について，方向性を見出せないでいたのだと言

えるだろう。しかしこうした状況に変化を与え

たのが１９４８年３月に発生した「税金旋風」であ

ったという。多くの農家が所得税の更正通告を
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受けるなかで，常東農民組合は麻生，水戸，竜

ヶ崎等の税務署において，更正決定の取り消し，

税額減額のための運動を展開したのだった。こ

の税金運動は，従来の組合員であった旧小作層

だけではなく，中農層以上の幅広い農家からの

支持を得ることになった。これによって常東組

合は１９４８年１１月の第４回大会において活動方針

の転換を明らかにした，それは次の宣誓文によ

って明らかである。

「土地問題において農村封建勢力の排除につ

とめてきたわれわれは，税金，農業計画問題な

どの重大化と共に，主たる闘争対象を政府及び

自治体，またそこに現われる官僚の封建的支配

に転ずるものである。したがって，われわれの

組織は，従来の小作農中心の結合体から，農民

全体をふくむ広汎なものへと発展しなければな

らない」３１）。

文中に「封建」の文字は見られるが，内容的

には明確に反独占運動に傾斜した運動方針であ

る。反封建運動から反独占運動へと運動の主軸

を移行させることによって，より広汎な農民運

動を展開できる可能性を見出した山口は，１９４９

年反独占理論を唱える共産党へと傾斜し，山口

自身共産党に入党したのである。

しかし「反独占」理論に共鳴して入党した山

口にとって，当時の共産党の農民運動指導は期

待を裏切る展開をみせていた。１９４６年産米供出

を巡り，花岡町でみられたような「敗北」を喫

した共産党は，以後，供米運動に対する指導方

針を迷走させていた。その代表的な指導が，「か

くし田摘発」であった。これは農家が，町村に

未申告の田畑を開墾し，供出を逃れる行為を，

農民組合自らが摘発しようとする行為である。

山口にとってこの方針は，運動の反封建路線へ

の退行としか移らなかったようである。山口は

戦後の農民運動が権力との正対を避ける路線を

採り続けた結果が，供米運動の衰退を招いたの

だと考えていた。それは次のような文章から見

て取ることができる。

「権力に擁護されたかたちの土地闘争のなか

で育ってきた農民組合は，その温室育ち的な性

格からしてなかなか権力と正面から対決する供

出闘争をたたかうことができないのだとされて

いた。権力と正面衝突し，それを受け止め，は

ね返す力が必要なのに，それがわからない。そ

のために供出闘争はなかば意識的に避けられて

いたわけなのだ（後略）」３２）。

以上のような農民運動の反独占路線への転換

について模索する山口が着手したのが，１９４９年

産米供出における供米運動であった。これは

１９４９年１２月の組合座談会において，鉾田町にお

ける１９４９年産米割当が，前年度から導入された

食糧管理臨時措置法に基づく事前割当制度の手

続きに則っておらず，その供米割当の方法に法

的不備があるとの報告を受けたことに始まった。

手続きの不備とは「事前割当をつくるときには

農民の意見をきかなくてはならないのに，それ

が行なわれていない。割当の公表もなされてい

ない。事前割当が作付後になされていた。その

うえ，割当への異議申立も補正申請も受け付け

ず，審議もしていない有様」というものであっ

た３３）。この報告を受けた山口は，町役場，地方

事務所を訪れ，手続きの不備を指摘し，供米割

当の「無効を宣言」したのである。

「割当無効を宣言し，関係当局および農業調

整委員会がこの割当に関してもつ権限を否定し，

運動のなかで自主的な農民の委員会をつくって，

町村当局と対峙させる。そして各町村のそれを

郡農民会議にまとめて地方事務所と対峙する。

さらに県農民会議に発展させる――これには，

常東で四，五十ヶ町村をかため，常総で一〇ヶ

町村内外を立たせることができれば，それをキ

ソとして闘争を全県的規模のものとなしう

る」３４）。

当時問題になった食糧確保臨時措置法とは，

１９４８年７月２０日公布・施行された時限立法であ

り，それまでの事後割当制から，作付前の事前

割当制を導入し，収穫確認後に実収減に応じて
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補正割当を行なうという，供出制度の改正を根

拠付ける法律であった。しかし現場ではその制

度改正に充分に対応できておらず，従来の事後

割当同様の手法で１９４９年産米供出割当を実施し

た町村が少なからず存在していた。山口の運動

はその制度改正期における行政の運用上の不備

を突いたものであった。

以上の運動方針に基づき，常東農民組合は活

動を開始し，同時に山口は１９５０年１月１０日に実

施された常総農民組合大会にも出席し，この供

米運動の支持を取り付けた。しかし，この供米

運動は山口の予想を超える苦戦を強いられるこ

とになった。まず，当初４０～５０と見積もられた

常東支部の参加が実際には３０余支部に留まった。

常総農民組合に至っては結局具体的な活動がほ

とんど起こされなかったという。山口による，

次の記述が興味深い。

「ところが要，八代，息栖，武田，秋津，豊

津，酒門など，いつも常東運動の先頭を切って

いた強い支部は立ち上らなかった。これはそれ

らの支部はいづれも組合から村長を出していた

ことが直接原因である。そしてこのことが運動

を全県的に発展させえない結果をもたらしたの

である。組合から農業委員会の委員の多数を出

しているところも，わりにその運動が弱かっ

た」３５）。

つまり，それまでの常東農民組合の活動成果

として，村政や農業委員会に多くの組合員を送

り込んでいた町村では，それゆえに町村の行政

権力を根本から否定する運動を形成することが

難しくなっていたといえる。また運動に立ちあ

がった三十余支部についても，状況は思わしく

なかった。食確法の規定通りに，割当が行なわ

れなかった，手続き上の瑕疵を行政側に認めさ

せ，若干の割当修正を獲得するところまでは行

っても，それを供出の拒否にまで結びつけるこ

とは困難であったのである。

「なぜならば，交渉とは別に，それが形式と

しては法定供出にしろ自主供出にしろ，個々の

農民への督励が執拗におこなわれて，運動は足

元から崩され，供米は当局のねらいどおりに進

められたからである」３６）。

当時すでに食糧危機は緩和しつつあり，闇価

格と政府売渡価格との格差も縮小しつつあった。

また早期供出奨励金や超過供出奨励金など，各

種の奨励金により，農家の供出インセンティブ

はそれなりに向上しつつあったといえる。割当

数量そのものに大きな無理がない状態で，手続

きの不備を指摘し，割当を多少減免することは

可能であったが，供米ストと呼ばれるような完

全な供出拒否を実行する条件は，結果論ではあ

るが未形成であったと言わざるを得ないだろう。

とはいえこうした状況の中で，常東農民組合

本部のある鉾田町と延方村の２支部については，

最後まで供米運動を貫徹した。鉾田町では１９５０

年２月から３月にかけて繰り返された地方事務

所，食糧検査所，町役場からの深夜にまで及ぶ

個別農家への督励活動を組合員が現場で阻止し，

地方事務所への抗議デモを展開した。延方村で

は個別農家への訪問督励に抵抗するため，「部

落全員で家を留守にして一切の交渉の応じない

戦法をとったが，のちには全員が一ヶ所に集合

して，そこに敵をよび寄せ，そのうえで撃退す

る戦法をとるようになった」のであるという。

村当局による強権発動も，組合の抗議によって

阻止することに成功している。５月に入ると地

方事務所は「供出した分をすぐ還元配給したと

云うことで，このまま処理してしまうから，割

当１俵について供出代金と配給価格の差額金

６００円宛を出してくれ」という妥協案を提示し

たが，これも拒否し，結局１９４９年産米に対して

は，割当に対し「二千俵を非供出のまま農民の

手に確保」するという結果を迎えたのであっ

た３７）。

２．反独占運動への模索

１９４９年産米を巡る常東農民組合の供米運動は，
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事前割当制の手続き上の不備をついたものだっ

た。運動の指導者である山口武秀は当初，反封

建運動の一環として供米運動に取り組むように

なった。しかし第二次供米運動の全国的敗北を

目の当たりにし，一時は供出問題を回避し，当

面農地改革運動に取り組むことになる。しかし

その後の農民運動の展望を見据えた上で，供出

問題を改めて反独占運動の手がかりと捉えなお

して実施したのが１９４９年産米を巡る供出運動で

あった。単独の農民組合が絶え間ない運動の推

進のなかで，運動の性格を自ら「ギア・チェン

ジ」することを試みたという一点をみても，山

口の運動家としての傑出した力量を見ることが

できる。

しかし１９４９年産米を巡る供米運動の評価は難

しい。３０余町村において，割当手法の不備を行

政に認めさせ，２町村においては供出の一部を

最後まで拒絶した，という成果は存在した。そ

れは山口自身にとってみれば，その後の反独占

運動の道筋を示す一歩であったかもしれない。

ただ供米問題に限定してみれば，茨城県内の２

町村が一部の米の供出を最後まで拒絶したとい

う，その事実の社会的影響力をそれほど高く評

価することは難しい。これはやはり大川裕嗣が

指摘したように，当時の食糧事情の緩和と，食

糧供出問題の後景化が１９４９年産米供出段階では

顕在化していた結果であると見るべきだろう。

さらに指摘されるべきは山口の残した当時の

供米運動に，占領軍の影がほとんど見られない

ことである。茨城県の地方軍政部が供米督励に

不熱心であったわけでは，もちろんない。同県

軍政部も１９４６年から４７年にかけて，活発な供米

督励活動を行なっていたことが知られている３８）。

にも関わらず，山口の供米運動と占領軍権力が

正対する局面が極めて少なかった理由として，

ひとつには山口自身が占領軍権力の強大さを過

小評価せず，対決を慎重に回避していた可能性

を指摘することができるだろう。またもう一点

として，１９４９年産米供出という時期の問題を指

摘することもできる。１９４９年には７月に軍政部

が民事部と改称され，さらに１１月には業務が関

東民事部に移管される時期に相当していた３９）。

したがって同年産米の供出時期は，占領軍権力

のいわば縮小時期に当たっていたのである。こ

のタイミングを山口が意図して行動を起こした

ものかどうか，今回は確認できなかったが，い

ずれにせよ占領権力の縮小と，食糧問題の緩和

が，同組合に対する占領権力の介入が回避され

た原因であった可能性は高いのである。

最後に運動の限界面として，山口が構想した

供米スト構想が，他ならぬ常東農民組合出身の

町村長，農業委員たちによって支持されなかっ

た点について言及しておきたい。常東農民組合

は初期の村政民主化運動によって，町村行政に

多数の組合員を送り込むことに成功した。市町

村行政の責任を担うことになっていった彼らは，

その後，山口が企図した既存行政権力の否定に

結びつくような，よりラディカルな運動方針に

追従することはできなかったと見るべきだろう。

常東農民組合は農地改革運動で多くの成果をあ

げた組合でもあった。そして現地農村において

農地改革の社会的受容の正統性が食糧の増産に

あったと考えるとすれば，「供米スト」という

戦後自作農の農地所有の正統性をゆるがす運動

方針に，にわかに同意できなかった可能性が高

いと思われるのである。

第４節 栃木県の供麦反対運動

１．異質な１９５０年産麦供出

前節で述べたように，日本の食糧事情の緩和

は１９４９年には明らかになっており，農民運動に

おける供出問題の後景化は明らかなものになり

つつあった。占領軍もこの問題に対する介入を

弱めつつあったなかで，突如異質ともいえる緊

迫した供出が行なわれたのが，１９５０年産麦供出
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であった。戦後食糧供出史における最後の徒花

となったこの供出については，全国において断

片的叙述が見られるが，今回はこれに対して抵

抗を試みた，栃木県南犬飼村（現壬生町）の事

例を紹介することにしたい４０）。

この南犬飼村の農民運動を指導したのは日農

栃木県連の浜野清である。浜野もこれまで紹介

してきた各地の指導者と同様，戦前来の小作争

議の経験を持つ人物であった。終戦後，１９４５年

１１月３日に開催された日本農民組合結成準備懇

談会に，栃木県代表の一員として参加した浜野

は，日農栃木県連（委員長大屋政夫）の常任委

員（青年部長）に就任し，４６年５月の第二回県

連大会において書記長に就任した４１）。また浜野

は自ら居住する南犬飼村において，１９４５年１２月

１３日に日農南犬飼支部を結成し，１８日に開催し

た農民大会で，村に対して�非耕作地主の保有
米優先権の禁止，�土地の取上禁止，�管理米
及び調整米の集荷及び配給実態の透明化，�軍
需物資の払い下げ状況の公開，�山林，落葉の
村民への解放，�配給物資の公平を期すため配
給委員会を設置し，民間より委員を選出するこ

と，などを要求する村政民主化運動を開始した。

また村内地主に対しては，同年度の小作料の大

幅減免と金納化を要求し，従来の契約小作料の

５割相当を金納化することを，承諾させるとい

う成果をあげたのである４２）。

日農栃木県連は他の県連同様，１９４５年産米供

出における幣原内閣の強権発動に対して４６年３

月２３日から２５日にかけて，１万２千人と報じら

れた農民を県庁前に動員し，県側と交渉した結

果，強権発動の撤回こそならなかったものの，

県側に�強権発動の対象に関しては部落常会の
意見を尊重する。また農民組織の意見も歓迎す

る。�保有米は供出率の如何にかかわらず，一
人当たり一日二合三勺とし，これを六月末まで

保有せしむ。七月以降は還元配給す。強権発動

したものに対しては県が責任をもって右の点を

保証す。�八十五％をこゆる供出米は，これを

町村内に保管し，還元米に充当す。なお田植期

の配給についてはこれを加配す。�地主保有米
は六月末日までの分とし，他はすべて自主的に

供出せしむ。等の妥結を得ることに成功してい

る４３）。

また栃木県連の運動方針は供出制度と正面か

ら対決する姿勢をとらなかった点に特徴が見ら

れる。前述の第二回県連大会においては副議長

の柳正一が次のような方針を説明している。

「供出制度は徴兵，徴用と共に戦時的制度で

あり早急に消滅さるべきものである。しかし現

在の食糧事情はこれを許さないが故に吾々は一

応供出制度を認めてこれを経済的軌道に乗せる

べく努力をせねばならぬ」４４）。

そのうえで，強権発動には反対方針を示し，

割当の適正，部落共同責任の確立，供出委員会

構成の耕作者本位への改組など，制度の運用の

適正化を求める方針を展開したのであった。順

法運動を徹底した栃木県連は，１９４６年，１９４７年

産米供出では華々しい成果をあげることができ

なかった反面，占領軍の厳しい介入を受けるこ

とも回避することに成功したといえる。そうし

たなかで，占領後期に入った１９４９年産米供出に

おいて，白葉枯病の流行により不作に陥った佐

野市佐野地区，旗川地区における強権発動に対

して抗議運動を組織し，割当の方法，異議申立

の処理，強権発動の手法等における法的不備を

指摘し，市による押収米の自主供出分への切り

替えと，予定されていた追加強権発動の断念を

勝ち取ることに成功するという成果もあげた４５）。

こうしたなかで，日農栃木県連指導による供出

運動で最も注目されるべき成果をあげたのが，

南犬飼村における１９５０年産麦を巡る供出運動で

あった。

ところでそもそもこの１９５０年産米麦供出は，

前述したように戦後食糧供出のなかでも異質な

性格を持つ供出であった。この時期すでに戦後

食糧危機の緩和傾向は明白であり，イモ類につ

いては１９４９年１２月に統制が撤廃されていた。さ

戦後食糧供出問題と農民運動―いわゆる「ジープ供出」を巡って
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らに自由党政調会が１９５０年３月に決定した農業

進展政策基本方針では，昭和二六米穀年度から

の主要食糧統制を全廃することが明記され，

１９５０年８月から１０月までの３ヶ月間を統制撤廃

の準備期間とすることが定められていた４６）。つ

まり供出制度はその廃止へ向けたカウント・ダ

ウンが始まっており，そのため，同年産麦は前

年に比べて若干の減収があったが，減額補正は

充分認められるだろうとの，楽観的な空気が漂

っていたのである４７）。

しかし事態は一変する。１９５０年６月２５日，突

如開戦した朝鮮戦争によって，占領軍の同年産

麦供出に対する関心が一挙に高まったのである。

７月には総司令部から日本政府に対して，同年

産麦の供出割当は事前割当を下ることを得ずと

の強い意向が伝えられたのであった。当時の農

林大臣広川弘禅は折衝を行なったが，総司令部

は「最高司令官が極東の政治経済情勢の安定の

ため全面的努力を傾倒し，アメリカの市民が重

税に耐えているとき，日本政府に対しその食糧

確保に対する責任を全うせよとの指示をしなけ

ればならないことは寒心に耐えない」と強硬な

姿勢を崩さず，重ねて「２５年産麦の事前割当を

下る補正を認めないことおよび超過供出特別価

格は基本価格の１．２５倍以上の支払をなしえない

こと」が指示されたのである４８）。

当初栃木県における同年産麦の事前割当は４０

万石であり，不作による減額補正請求が７万５

千石申告されていた。しかし以上のような情勢

のなかで，知事会決定で認められた補正は申請

の半分に満たない３万５千石に過ぎず，さらに

超過割当７万５千石が割り当てられたのである。

県内の郡別割当会議において，県当局は GHQ

天然資源局の覚書を提示し，今回の超過割当が

占領軍による超法規的な命令であるとして，県

農業調整委員の承認を求めたのであった４９）。し

かし会議上で下都賀郡の南犬飼村と姿村の代表

はこれを拒否し，会議から退場した５０）。南犬飼

村の場合，事前割当量は５０，１３５石（１３，９４４俵）

に対して補正６００俵，超過割当４，２６０俵であった。

村農業調整委員会では超過割当に応じるか否か

が議論されたが，日農所属の村委員は，超過割

当が食確法に違反するのではないかという点を

掲げて割当の返上を主張した。

この点について説明を加えると，食確法は，

事前割当の後に災害等による減収に応じた減額

補正を行なうことが制度化されていたが，立法

の過程で，増収による超過割当を禁ずる規定が

盛り込まれていた（法第４条第２項，第３項）。

この同法の超過割当禁止規定は，その後，占領

軍によって問題視され，いわゆる経済安定九原

則から派生した，１９４８年１２月２４日の覚書「主要

食糧の集荷に関する件」（SCAPIN６２５７－A）に

より追加割当の法制化が指示された。政府は食

確法の改正案を第５国会に提出したが，野党の

抵抗により審議未了となり，政府は最終手段と

して１９４９年１２月７日，いわゆるポツダム政令と

して「食糧確保のための臨時措置に関する政令」

を公布施行し，追加供出の法制化を法文化した

のであった５１）。ただ同政令も超過供出を割り当

てることができるのは，増収があった場合とし

ていることから，減収を主張している犬飼村側

は法律的に争う余地があると考えられたのであ

る。

村農業調整委員会は１９５０年９月１７日，食確法

に基づく異議申し立てが有効であることを確認

の上で割当を承認し，日農南犬飼支部では村内

のほぼ全戸に異議申立申請書類を配布すること

で，対抗する方針をとった。これに対して県側

は９月２５日に小平重吉知事が来村し，「供出が

出ないと私が沖縄にいかなければならない」，

「君も供出阻害でやられるぞ」などと協力懇請

を行なった。また翌２６日には関東民事部天然資

源課長バーコー大尉が県庁職員を帯同して来村，

未完納者約５００名を小学校講堂に集めて講演を

行った。講演後の質疑で浜野は大尉と次のよう

な質疑を行なったという。

問「どうしてもないものに割当が来ているがこ
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ういうものはどうすればよいか」

答「ないものは供出できない。しかし不正直な

ものもいるから，ないというだけでは信用で

きない場合もある。要は良心に恥じない行動

をとることだ」

問「ないものは異議申立てをすることによって

それを的確にしておく必要があると思うがど

うだ」

答「ほり下げた問題はよくわからない。県と相

談せよ」

この応答によって，少なくとも占領軍が，超

法規的な供出を要求していないという感触を得

たことは運動の突破口となった５２）。翌９月２７日

の県経済部長との応答において，杉野健男経済

部長が「県の割当は命令によって行なったもの

で食確法を適用したものではない。したがって

異議申立は認められない」と回答したことによ

って，行政側に供出の法的根拠を巡る解釈の非

統一がある点が発覚したからである。南犬飼支

部では本当に供出できない農家を強権発動から

守るため，供出可能な農家からは供出させる方

針をとりつつ，２９日に浜野が上京し，食糧庁業

務部長と会見し，「今年の麦の供出に就いて，

総司令部から強い勧告があったことは事実であ

る。しかしそれは超法規的なものではない。し

たがって割当は原則として食確法によって行な

われる。行政措置として食確法によらない割当

もできるがその場合は強制力がない。異議申立

ては勿論できる」と，県側回答と異なる見解を

引き出した５３）。

浜野等はこうした見解の不一致を盾に県側と

の交渉を続けた。村行政が超過割当は占領軍命

令であるため，異議申立が認められないという

県側の主張を流布したことによって，多くの農

家が止む無く供出に踏み切ろうとするなかで，

県経済部が占領軍の勧告を拡大解釈して食確法

の趣旨に反する割当を行なった点を指摘するビ

ラを村内に配布した結果，村内には県当局を批

判する空気が再び高まった。地方事務所からの

督励調査に対して，村農業調整委員会も，割当

の決議は超過割当が「占領軍命令」であること

を前提に成り立っており，その前提が否定され

た以上，協力はできないと，督励への協力を拒

絶した。

その後県は，ポツダム政令に基づく強権発動

を予告することで，未供出者への圧力をかけ続

けたが，１０月２８日，県農業調整委員会は供出未

完遂の二十ヶ町村に対してポツダム政令による

強権発動を求める県側原案を否決し，逆に「ポ

ツダム政令の発動は市町村農業調整委員会及び

地区農調委員会の議決を経て，市町村長が県に

申請した者におこなう」という決議を採択した。

さらに１１月１日の下都賀郡東部地区農調委員会

でも県経済課が当初超過割当が占領軍命令であ

り，食確法・ポツダム政令に定められた異議申

立権が認められないかのごとく言明してきたこ

とへの批判が集中し，強権発動の議案を撤回さ

せた。その後，ポツダム政令に基づく強権発動

に同意しない市町村長が続出し，県内での強権

発動は困難な状態に追い込まれたのである５４）。

こうして県側による超過割当の督励は頓挫し

たが，さらに南犬飼村では１１月１６日の村農業調

整委員会において「供麦問題の責任を解決しな

い限り昭和二五年産米超過並びに補正割当の協

議を拒否する」との決議がなされ，県側の責任

への追求が続いた。ここに至って１２月６日の村

農業調整委員会議に県経済部長が出席し，「占

領軍関東民事部の覚書は県知事に対しては，命

令だが個々の農民を規制するものではない。そ

れを知事が明らかに徹底させなかったのは間違

いであった」と陳謝し，５０年産麦未供出分６００

俵を今後追及しないことが言明され，あわせて

村民に対して県から酒２斗２升が「あやまり酒」

として提供されるという結末を迎えたのだっ

た５５）。
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２．間接占領の矛盾に迫った運動

南犬飼村の事例は，戦前来の農民運動家が展

開した高度な順法運動であった。県当局の供米

督励の根拠法を巡る認識の混乱を突き，最終的

には一部分とはいえ，割当を撤回させるところ

にまで及んだ事例は稀なケースであったといえ

る。またこの運動は，占領軍による間接統治制

度そのものの持つ矛盾に迫る性質を孕んでいた。

GHQによる占領政策は一般に日本政府や地方

行政府に対して，「覚書」を通じた間接的指示

を出すことによって間接的統治を行なってきた。

こうした占領手法を用いるメリットは，占領統

治の行政コストの削減と，占領政策そのものに

対する被占領国民の反発が，直接占領軍に及び

にくい点にあった。原則として当時の日本の国

内行政は日本の国内法によって運営されていた

わけであり，占領軍の意向を強行したい場合で

も，ポツダム政令という手法が用いられてきた。

その意味で，ポツダム政令である「食糧確保

のための臨時措置に関する政令」の範囲すら逸

脱して出された５０年産麦供出に関する占領軍の

行政府への指導は，朝鮮戦争序盤における劣勢

を背景として出された異例ともいえる性格のも

のであったといえるだろう。

浜野清らが指導した日農南犬飼支部は，占領

軍の指導が既存法令の範囲を逸脱していること

を指摘し，これを強行しようとした県の行政機

能を一時的に麻痺させる事態を招いたのである。

無論栃木県当局はこの点において，関東民事部

と農民組合勢力の板ばさみになった側面も持つ

わけであるが，県行政側がそれまでの供出督励

で安易に占領軍権力を「印籠」として行使して

きたことが，県経済部の不正確な発言のきっか

けとなり，日農の反攻を招いた側面を指摘する

ことができる。

ただし当初あれほど強力だった，占領軍の５０

年産麦供出への介入圧力にも関わらず，南犬飼

村の運動が貫徹された背景には，朝鮮戦争の戦

況の変化があったと考えるべきだろう。開戦当

初劣勢にあった米軍および韓国軍は，９月１５日

に仁川上陸作戦の成功後は反攻に転じ，２９日に

はソウルが奪還され，その後は中国人民解放軍

の参戦などあったものの，基本的に緊張は緩和

へと向かった。栃木県当局の予測を裏切って，

関東民事部が南犬飼村争議にその後，ほとんど

介入らしい介入を行なっていない背景には，以

上のような戦局の変化があった可能性が高い。

南犬飼村の一連の運動は戦後冷戦構造の極めて

微妙な均衡のなかで，「勝利」を収め得た事例

だったのである。

小括

以上本稿では占領初期から後期にかけて発生

した，代表的な供米運動の事例を紹介してきた。

戦後の食糧供出問題は，当時の日本が占領軍か

らの輸入食糧に依存せざるを得ない需給環境に

あったがゆえに，国内の農業生産動向のみなら

ず，占領政策の変動に強く影響を受けながら展

開せざるを得なかった点に特徴があった。した

がって供出を巡る農民運動も，占領政策との関

連を第一に理解する必要がある。

第一次供米運動を代表する折原村争議は占領

政策の初期，占領軍が日本の「統治」よりも「民

主化」を前面に押し出すなかで，村政民主化運

動が占領軍の支持を受けながら推進された点に

特徴があった。食糧供出に関しても，村政改革

によって村内割当プロセスにおける不公正を払

拭することが重視され，供出制度そのものや，

市町村に対する割当量そのものに批判が向かな

い限りにおいて，この時点では占領政策と根本

から対立するものではなかったのである。占領

軍の権威を背景に村政民主化を達成した折原村

では，その後供出制度と証明から対立すること

なく，開墾や農事改良に運動の道筋を見出して

いった。
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しかし占領政策が本格化し，都道府県への地

方軍政部設立が軌道に乗ると，占領軍は「民主

化」の担い手のみならず「統治」者の側面を見

せはじめる。農村対策として，農地改革は「民

主化」，供出問題は「統治」の問題に分類され

てゆくのである。こうしたなかで，花岡町の供

米運動は，市町村に対する割当量計算に対する

批判という，第一次供出運動より一歩進んだ問

題点を提示し，農民による自主供出という運動

路線を掲げて運動を展開した。しかし結果とし

て「統治」者の貌をみせる占領軍権力と，ほぼ

正面から対峙してしまうことによって，大きな

挫折を味わうことになったのである。花岡町の

運動の挫折をきっかけとして，その後の農民運

動は供出問題から占領権力と衝突しない，農地

改革問題へと重心を移してゆくことになる。

しかしその後，農地改革が一定の成果をあげ，

同時に日本経済の復興の道筋が明瞭化してゆく

なかで，農民運動家のなかに，反封建運動から

反独占運動への路線転換の象徴として，供米運

動を再定義する動きがでてきた。その代表的事

例が常東農民組合による４９年産米を巡る供米運

動であった。この運動は占領軍組織の縮小時期

に当たっていたこと，制度改正を巡る行政の手

続き上の不備を突いたことなどによって，一定

の成果を上げたが，同時にかつて村政民主化運

動や土地運動で活躍し，その過程で村政に進出

していった組合員達が，既存の行政権力に対す

るオルタナティブを構想する運動方針から離反

してゆくという，反独占運動の限界，及び土地

運動と供米運動の相互関連に関わる問題点を表

出させたという意味において示唆の多い事例と

なった。

占領の末期，占領軍に異例の緊張感をもたら

したのが，朝鮮戦争の勃発であった。国内世論

が主要食糧の統制撤廃の議論に流れるなかで，

１９５０年産麦供出における占領軍による異例の厳

しい督励は，全国の麦産地に混乱をもたらした。

こうした督励に対して栃木県南犬飼村では，超

過割当の法的根拠を巡って県側と激しい交渉を

展開し，県側の指導が法的強制力を持たないも

のであることを明らかにした。法的根拠を越え

る供出を指導したのは占領軍であり，この対立

は占領権力と日本の民衆が正面から衝突する可

能性を内包するものであった。しかし戦局の変

化により，県行政側が折れることによって，本

格的衝突は回避されたのである。

本稿で紹介した事例が，供出制度に対して明

確に抵抗の姿勢を示した尖鋭的な事例を選択し

たものであることは否めない。これらの事例分

析は最も尖鋭的であるがゆえに，占領期の食糧

供出制度の問題点・矛盾をあぶりだす為には有

効なものであったと考える。しかし全国的には

第一次供米運動期を除けば，大きな運動に至ら

ず供米に応じた農村が国内では大多数であった

し，農民運動指導者のなかには，むしろ都市住

民の食糧難を救うことを重視し，供出督励を積

極的に行なった者も存在した５６）。また供出制度

に対する不満をもっと消極的な形（闇取引や耕

作放棄）で表現した農家が多数派を形成してい

たであろうことは想像に難くない。そのうえで，

このような矛盾と困難を農村現場に強い，部分

的には大きな抵抗運動に結びついた食糧供出問

題が，なぜ曲がりなりにも敗戦後１０年間存続し

得たのか。この部分は別途明らかにされなけれ

ばならないのである。これについて，基本的論

点を既に筆者は提示したことがあるが，耕作放

棄問題等，別途解明すべき論点は残されてい

る５７）。別稿を期したい。

注

１）運動の性格から，正確には「反」供米運動と述

べるべきだろうが，煩雑さを避けるために「供米

運動」とする。また本来戦後の供出は「総合供出

制」であり，米の他に麦類・イモ類，雑穀等を含

むものであるが，これも同様の理由から「供米運

動」と表記を統一した。

２）田中学「農民組合と農民運動」（東京大学社会科
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学研究所編『戦後改革 ６農地改革』東京大学出

版会，１９７５年所収）。

３）前掲田中２６７頁。

４）前掲田中２９２頁。

５）前掲田中２７２頁。

６）坂本昇『近代農村社会運動の群像』（日本経済評

論社，２００１年）。

７）前掲坂本著１３５頁。

８）北條英『民主農村建設記』（１９４６年，解放社）８

頁。ただし同書は北条自らの執筆であること，さ

らに北条自身の活動を伏して表記している点など，

史料批判上慎重を要する点がある。

９）前掲北條著１１頁。

１０）前掲北條著１５頁。

１１）米国戦略爆撃調査団（United States Strategic

Bombing Survey）を指すものと思われる。

１２）前掲北條著３７頁。

１３）前掲北條著２９頁。

１４）前掲北條著８８頁。

１５）前掲北條著２４頁。

１６）大島清『三重県農民運動史』（法政大学経済学部

学術研究部農業問題研究会，１９５５年）１１１頁。

１７）前掲大島著１１９頁。

１８）前掲大島著１２０頁。

１９）三重県自主流通米協議会『食糧管理に関する三

重県行政のあゆみ』（１９７２年）１５８頁。

２０）前掲大島著１２２頁。

２１）農民運動研究会編『日本農民運動史』（御茶の水

書房，１９８９年）６５７頁。

２２）松村勝純「GHQ/SCAP文書と戦後教育改革―三

重県軍政部の活動を中心として―」（『三重県史研

究 創刊号』所収）。

２３）『三重県史 資料編 現代２ 産業・経済』（１９９３

年）１１１頁。原史料は GHQ/SCAP文書『Annex D

to Mie Military Government Team Activities Report,

March１９４７』国立国会図書館憲政資料室蔵。

２４）バーンズ少佐は１９４７年３月に着任した２代目の

軍政部長であり，４８年３月まで在任した。

２５）前掲『食糧管理に関する三重県行政のあゆみ』

１５８頁。

２６）槌谷定子「回顧録 終戦直後の三重県」（『三重

県史研究 第４号』１９８７年），著者の槌谷氏は三重

軍政部の日本人スタッフとして勤務し，ジープに

よる供米督励に同行した経験を持つ。その後軍政

部が民事部に改称された後は，東海北陸地方民事

部経済課に転属し，４Hクラブの育成に務めた。

２７）農民運動研究会編『日本農民運動史』（御茶の水

書房，１９８９年）１１２９頁。当該部分の執筆は山口武

秀によるものである。

２８）前掲『日本農民運動史』１１３０頁。

２９）前掲『日本農民運動史』１１３１頁。

３０）山口武秀『農民運動家の記録』（三一書房，１９７２

年）３０頁。

３１）前掲『日本農民運動史』１１３７頁。

３２）前掲『日本農民運動史』１１４１頁。

３３）山口武秀『戦後日本の農民運動』（黄土社，１９５３

年）４５頁。

３４）前掲『戦後日本の農民運動』４６頁。

３５）前掲『戦後日本の農民運動』４７頁。

３６）前掲『戦後日本の農民運動』４８頁。

３７）前掲『戦後日本の農民運動』５０頁。

３８）川俣英一「占領政策の地方的展開」（『茨城県立

歴史館報』第１７号，１９９０年）。

３９）茨城新聞社史編さん委員会編『茨城新聞百年史』

（茨城新聞社，１９９２）２９６頁。

４０）たとえば拙稿「戦後群馬県の食糧供出問題――

米「移入県」としての特質」（『同時代史研究 第

２号』２００９年）。

４１）浜野清『栃木県農民運動史 戦後編』（１９９２年）

１５頁。

４２）青木恵一郎編『日本農民運動史料集成 第三巻』

（三一書房，１９７７年）２２頁。

４３）前掲浜野著４５頁。なおこの時期の日農栃木県連

の運動方針に「個人割当を廃止して部落割当とす

ること」という要求項目があることは興味深い。

戦後における個人割当は，戦時期における部落責

任割当に対する批判として，戦後供出の「民主化」

の一環として政府側が提示したものであった。し
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かし日農栃木県連はこれを「個人割当の現状にて

は部落有力者が独善的に少数の役員にて親戚役員

のみ都合好く不公平なる割当をなす結果となる」

という理由で反対している。つまり割当プロセス

の透明化の前に，個人割当のみを導入することで

一部農民の供出負担を一層重くする可能性を考慮

してのことであった。

４４）前掲浜野著５７頁。

４５）前掲浜野著２２０頁。

４６）日本農政史編集委員会編『戦後日本農政史資料

総覧』（戦後日本農政史刊行会，１９６７年）８７頁。

４７）食糧庁『食糧管理史 各論�』（１９７０年）８０４頁。

食確法では，収穫確認前に割当量を決定する事前

割当制度が導入され，作況確認後に減収に応じた

補正がなされることになっていた。しかし増収の

場合の追加割当については，後述のように制度化

されていなかった。

４８）前掲『食糧管理史 各論�』８０５頁。

４９）農業調整委員会は，食確法に基づき，従来の食

糧調整委員会を改組した委員会である。割当の議

決機関であった食糧調整委員会から，諮問機関へ

権限が縮小された。

５０）前掲浜野著２２４頁。

５１）前掲『食糧管理史 各論�』６１７頁。

５２）前掲浜野著２２５頁。

５３）前掲浜野著２２６頁。

５４）前掲浜野著２３１頁。

５５）前掲浜野著２３９頁。

５６）拙稿「占領期新潟県の米穀供出問題」（『社会科

学年報』，２００５年所収）において，新潟県における

農民運動指導者，玉井潤次などの活動について紹

介している。

５７）拙稿「食糧供出と農地改革－埼玉県南埼玉郡八

條村を事例として－」（『土地制度史学』１６１号，１９９８

年所収）
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